
【お願いとお知らせ】 

 

○令和８年度の主な年間行事予定について 

・徳丸わくわくまつり 

今年度も地域の福祉団体が共同して、マイライフ徳丸（徳丸3丁目の特別養護老人ホーム）にて

開催する予定です。ぜひ遊びにきてください。 

日時 ６月６日（土）午前10時30分～午後2時頃の予定。 

・夏まつり 

   園内で、午前から昼過ぎまで開催する予定です。卒園児含め地域の方も参加できます。ご家族

皆様でぜひいらしてください。 

・個人面談 

５月の連休明けから新入園児の方の個人面談を行います。在園児は年間の中で１回以上個人面談

を行う予定です。詳細は後日お知らせいたします。なお個人面談は５月の時期に限らず随時行っ

ております。ご希望の方はお申し出ください。  

・保護者会 

各学年、年２回を予定しています。年間行事予定の日程をご確認ください。 

５歳児の保護者会は北野小学校の校長先生のお話を予定しています。校長先生のご都合により

日程が変更になる可能性がありますのであらかじめご了承ください。 

・野菜の収穫体験（４．５歳児） 

中村農園さんのご厚意で今年度も行けることになりました。収穫量が限られているため１学年

１回の体験で４、５歳児の行事となります。３歳児は秋から年度後半にかけてグループで日程

を分けて遠出の散歩に行く予定です。 

     ４歳児 じゃがいもほり   

     ５歳児 さつまいもほり  

   事前に持ち物の準備をお願いしていますので、近くなりましたらお知らせします。 

・体育指導／ＣＯＴ（３．４．５歳児） 

体育指導とＣＯＴ（コオーディネーション・トレーニング）は、毎火曜日に２つのグループに

分かれて週交替で行います。体育指導は３、４、５歳児を対象に、ＣＯＴ（コオーディネーシ

ョン）は、４、５歳児を対象に行います。 

毎週火曜日は体操着をお持ちください。 

  

※その他の行事等の日程は、別途配信します年間行事予定をご確認ください。園だより等でも随時

お知らせしていきます。 

 

○保育士体験について 

  年間を通して、保護者の方の保育士体験を行っています。半日もしくは１日を通してお子さんの

クラスに入り保育士として一緒に参加してください。 

  ＝お願い＝ 

  今年度から申し込み方法と締切日が変更になる予定です。詳しくは後日お知らせいたします。 

 



○分園の延長保育について 

  昨年度は、職員体制の都合上、分園の延長保育は本園にて合同で行っておりましたが、４月から

分園の延長保育を再開します。保護者の皆様にはご協力いただきありがとうございました。 

 

○おやつのメニューについて 

 午後のおやつで果物を提供していましたが、物価高騰の影響のため、今年度から週に2～3回の 

提供となります。ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

○『マイページ』登録のお願い 

  以前にお知らせしましたとおり、４月から、身体測定の結果はチャイルドケアウェブサイトの

『マイページ』で確認していただくようになります。まだ登録をされていない方は登録をお願い

します。 

 

○お子さんの送迎についてのお願い 

・保育園の送迎は基本的に保護者の方にお願いしています。日常送迎する保護者以外の方がお迎えに

来る時は、子どもの安全（交通事情、不審者など）を確保するため、以下のようにお願いします。 

乳児（０～２歳児）・・・高校生を除く１８歳以上の方 

幼児（３～５歳児）・・・高校生以上の方 

祖父母、上記の兄弟等、普段お迎えに来ない方が来る場合は、防犯上の観点で警察から指導され

ており、身分証明書の提示をお願いすることがありますのでご理解をお願いします。 

・保育園の周辺は駐車禁止です。保育園の周囲はスクールゾーンであること、また住宅街で近隣の

方の迷惑になること、また外部の方から「駐車中の車のために幼児等の通行が危険である」とい

う再三の電話連絡があったことから、車での送迎は禁止としています。やむを得ず車で来られる

場合は近隣の駐車場に停めて歩いてきてください。ご理解ご協力のほどお願いします。 

 

○保育を必要とする事由ついて 

保育園は、子ども子育て支援法に基づき保育の必要量に応じて保育を行う機関です。保護者の方が

次の認定事由に該当する場合に利用することが出来ます。 

①就労 ②妊娠・出産 ③求職中 ④保護者の疾病・障害、入院 ⑤親族の介護、看護 ⑥就学

⑦災害の復旧 ⑧虐待・DV のおそれのあること ⑨育児休業中にすでに保育を利用している 

⑩その他、保育ができないと認められる場合 

就労が認定事由の場合、仕事がお休みの日は原則としてご家庭での保育となります。また買い物

や兄弟姉妹の習い事や行事など、認定事由以外の場合も原則ご家庭での保育となります。 

「仕事をせずに保育園に預けている人がいる、買い物など私用をしている方を見かける。保育園

では各家庭の状況を把握されているのか？」というご意見もいただきますのでご理解のほどお願

いします。 

一方で、在宅勤務の方や入園後に勤務状況が変わる方もいらっしゃいます。勤務状況の変更は 

その都度、勤務証明等を出し直していただいていますが、在宅勤務や自営業の方の休憩の取り方

は各家庭の事情が異なりますので、一律の判断は難しい面があることもご承知おきください。 

子どもに負担の無い最短の預かり時間での保育をお願いしていますのでご協力をお願いします。 



○園への連絡について 

・欠席の連絡について 

子どもの置き去り事故防止の観点から、国や板橋区から欠席理由の確認をするように注意喚起が

きています。ついては欠席される場合は、必ず電子連絡帳アプリの「連絡入力」から欠席の連絡

を 9 時までに送信していただくようにお願いします。（※事前に口頭でお知らせいただいた場合

も、お手数ですが送信していただくようにお願いします。） 登園されていず欠席連絡が届いて

いない場合は、園から電話連絡をさせていただきますのでご了承ください。 

・本園への電話連絡は、保護者専用番号へお願いします。 

本園 保 護 者 専 用 番 号： ０３－３９３５－９８２８ 

 

○北野保育園のインスタグラム  

北野保育園ではインスタグラムを配信しています。園の様子や、 

地域の方に向けて北野保育園の行事のお誘いなどを投稿していきます。 

ぜひ北野保育園で検索してみてください。 

アイコンは『和気愛愛』のロゴマークです。 

                  

○職員の異動等について 

・４月１日から常勤保育士が入職しました。よろしくお願いいたします。（50音順） 

・育児休暇より復職します。 

   

 

＝『人権擁護のためのセルフチェックリスト※』を実施しました（ご報告）＝ 

  子どもを尊重することや人権擁護についての意識を高めていくため、自らの保育を振り返る機会

として職員全員実施いたしました。 

   ※全国保育士会作成 


